
 

 
 

次世代ＩＰインフラ研究会 開催要綱 

 

１ 目 的 

 我が国では、これまでの競争政策や振興政策の推進により、ＤＳＬ加入者は１，

０００万人を超え、家庭向け光ファイバ（ＦＴＴＨ）サービス加入者数も前年比約

４倍の伸びを示すなど、世界最速・最安のブロードバンド利用が進展している。ブ

ロードバンド利用者の増加に伴い、アクセス網における通信量（トラヒック）も急

増しており、今後、電子政府、遠隔医療及び遠隔教育などのネットワークの高度利

用が進展するに伴い、アクセス網、さらにそれを支えるバックボーン回線のトラヒ

ックがより一層増加することも予想される。 

 このため、今後想定されるＩＰ化、ブロードバンド化の更なる進展を踏まえ、将

来的なトラヒックの急増に対応できる次世代のＩＰインフラ整備の在り方につい

て展望するとともに、インフラ整備に対する政策支援の在り方等について検討する

ことを目的とする。 

 

２ 名 称 

本会の名称は、「次世代ＩＰインフラ研究会」と称する。 

 

３ 主な検討事項 

 本会は、以下の事項について検討する。 

(1) 将来的なトラヒック急増に対応し得る次世代のＩＰインフラ整備の在り方 

(2) 電気通信サービスの多様化とネットワーク資源の有効活用方策 

(3) 災害やサイバー攻撃に際してのインターネットの安定運用策 

(4) 情報通信インフラの地域間格差是正 

(5) (1)～(4)の事項に関する政策支援の在り方   等 

 

４ 構成及び運営 

(1) 本会は、総合通信基盤局長の研究会として開催する。 

(2) 本会の構成員は別添のとおりとする。 

(3) 本会には座長及び座長代理を置く。 

(4) 座長は、研究会構成員の互選により定めることとし、座長代理は、座長が指名

する。 

(5) 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招集し、
主宰する。 

(6) 座長は、本会の検討を促進するため、ワーキンググループを開催することがで

きる。 
(7) 本会は、必要があるときは、外部の関係者の出席を求め、意見を聞くことがで

きる。 

(8) その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

ＷＧ参考１－１ 



 

５ 本会の開催期間 

本会の開催期間は、平成１６年２月から平成１６年１２月末を目途とする。 

 

６ 庶務 

本会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課及び高度通信

網振興課がこれを行うものとする。 
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